
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農地の区画拡大や省力化整備に係る基盤整備

畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の簡易な基盤整備を定額で支援します。
【定額上限】 区画拡大 ７万円/10ａ、畦畔除去 ４万円/100ｍ、

暗渠排水 18万円/10ａ 等
※担い手に集約化（面的集積）する場合、定額上限を1.2倍まで引上げ。
１ha以上に大区画化する場合、定額上限を1.32倍まで引上げ。

２．調査・調整活動等に係るソフト事業
権利関係、農家意向、農地集積等に関する調査・調整活動等に要する経費を定額で

支援します。
【定額上限】 300万円/地区

３．大区画化等推進協議会の事務費
大区画化等推進協議会の事務費を定額で支援します。
【定額上限】 2,000万円/協議会
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簡易な基盤整備
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法人等の農業者が自ら施工可能な簡易な整備によって、機動的に農地の区画
拡大を実施し、併せて担い手への農地集積や更なる大区画化・省力化を図る
ことで、競争力ある農業の実現に寄与します。

【実施要件】 農地の区画拡大を実施すること
【実施区域】 農振農用地区域のうち地域計画の策定区域等

※大区画化等推進協議会：各都道府県に１つずつ設置し、農業者への技術指導、交付事務等を実施。

＜対策のポイント＞
食料・農業・農村基本計画に基づき、初動５年間で農業構造転換を推進し、生産性の向上を図るため、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易
整備による農地の大区画化等の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 水田の基盤整備（約９万ha）うち、1ha以上の大区画化（約６万ha［令和11年度まで］）
○ 基盤整備完了地区における事業実施前後での農業法人の経営農地面積の増加率（1.5倍以上［令和11年度まで］）

大区画化等推進協議会

定額
＜事業の流れ＞

国
大区画化等推進協議会 農業者等

定額

（１、２の事業）

（３の事業）

［お問い合わせ先］ 農村振興局農地資源課 （03-6744-2208）

57 大区画化等加速化支援事業
令和８年度予算概算決定額 500百万円（前年度 － ）

〔令和７年度補正予算額 2,500百万円〕
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